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障害福祉サービス共通評価基準①

　

〔障害者／施設、グループホーム〕

　　　　　　　　　　　　　　　　

（※ 就 ・ 系 サ ービスも

　

む

１ 人権への配慮

「個人が尊厳をもってその人らしい自立した生活が送れるよう支援する」という理念に基づき、①事業所の理念や基本方針が明示され職員に
認識されているか、②利用者の人権が擁護され、主体的な利用が可能となっているか、⑨人権侵害を決して起こさないための体制ができてい
るか、④プライバシーが保護されているかといったことをここでは評価します。
また、日々の営みや活動においては、利用者の意向を尊重し、見守りと支援の姿勢を持って生活範囲が広がるように絶えず努力し、事業所

で提供するサービスが利用者のニーズに応えるものとなっていなければならないというサービス提供者の姿勢が明確に示される必要がありま
す。さらに苦情解決や必要な改善を行う体制が確立されているかという点も重要な評価対象となります
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理念や基本方斜が 一１・理念や基本方針は、明文化され、公表されてし、る。
明示され、それらが【－－－－－－－－－
事業計画等に具体

　

１１２．理念や基本方針は、法人役員と全ての職員に配布されている。
化されていますか。

諏３．理念や基本方針は、利用者主体の考え方に基づいている。

ー賛歌讃 禁 簿
。
は、事業計画や職員の倫理綱領等に反映され、かつ

は、利用
とりの尊
いますか。
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１５．理念や基本方針は、必要に応じて見直されている。

吏ひ － 鼎し方聾，
齢強力醒書簡鐘じ；を窪ま‐言葉

づかいを含む）については、指針
、って －棚一
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１２．接し方を点検・改善するための検討会議や研修が設けられている。

１１３．禁句を含む厳守事項については、職員に対して明確に示されている。

　　　　

□教会程萄瀧甥 雛警鰻護 甥報暑ｆし、介助者や介助方法につ該当者なし
て基本
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て
的な権利行使への 暖支

選
援諌 繋 端書遥拝、マニュアルが整備され、利用者の意思に鮒

言ニユアルはないが管理者か

慮と支援がなさ
ていますか。

慮した事業所運営
を行っていますか。

束、暴言、暴力、無
視、放置等）の人権
侵害の防止策、及
び万一に備えた対
応方法が定められ
ていますか。
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所利用‘

　

、
相談や苦情申し立
てができる体制に
なっていますか。

□霜用鰻［漉
そ香の

権翼賛憂欝翼婚＃霊前満喫杢さ
等群馨る琵

社会資源を口頭で伝えている

１１３．電話その他の通信機器が利用し易いように設置されている。

１１４．電話その他の通信機器の個人所有ができる。

１１５．手紙や電話などの取り次ぎは速やかに行われている。

１１６．信仰する自由・しない自由がある。

■７．交際したり・結婚する自由がある。

ー ｇ字繍シ
中言窒素碧乾

す繁る管
の留意事項が、それぞれのサービスのマ

ー器増額璽のも
耳醍轄つ宝幸て

秘
の
義離陸謡ぁぎ岬１用者のことを話しては

－灘詰まて琵義理慧艶譲電禁書寿豊看守プライバシーの

４巷選手１用方式の電話等では、プライバシーを守るための配慮がなされ

－５．手紙や電話等については、通信の秘密が守られている。

ー審議ラ議運シや
－雛要望すれ

る宰縛るキー設備その他の環境について、必要

１１１．体罰・虐待等については、具体的な例を示した上で禁止している。

－雇主電場聖特については、就業規則」職務規程及びマニュアル等に明文

－起票謝し
虐塾敬三？いては、日頃からミーティングや会議等で取り上げ、常

馨む繁を排する場面で体罰‐虐待等が起きないよう、接し方等の研修を

．教室 体罰‐虐待等が行われた場合の対応について規定が設けられて

１髪雪雲龍電装藷体型胆嚢智者まきおす、家族や利用者が信頼している

梢霞亀裏腹」要さ繕嵩当選農場れ当り葬響
まっており、そのことが牽」

（障害児（者）／施設‐１‐）
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な活動を支援して
いますか

３利用

　

の
な社会参加
していますか

提供しています
か

活上の自立行為に
〆・する見守りと支
罰の体制は十分で
かｏ

－語福島騒ぎ諒基
義諾う寵善

れ慧繁れた事項については、申立て人に

－在謝護憲壌男′家畜ｆは、職員嫌かに、第三者も入れて解決する

－ 繍談義馳惹嚢業賜響き夏＊困難な場合、外部の権洞臓護機関や

－禦雲霧 講書雛浜玉蓄電？権利擁護機関や市町村の相談窓口

１１項目中”項目 評価結果 ④．Ｂ． Ｃ

Ｉ１１．利用者の意見の聞き取りをおこなっている。
ー‐ー ‐ ー ー ・ ー

国２利用者からの提案、申し入れのシステムがある。
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１１３．利用者に変更事項に関して意見を求めている。

□４．定期的なアンケートを採り入れている。

幽５．本人の意思決定を尊重している。

璽１．行事や旅行などのプランを利用者と一緒に企画する。

□２．ビアカウンセリングやワークショップを利用している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

□３．利用者自治会等の運営に対して、見守りと支援をおこなっている。

鴎４．障害当事者活動に積極的支援をおこなっている。

１１１．地域資源の活用に向けて情報提供をおこなっている。
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１１２．地域社会との積極的な交流を支援している。

１１３個人の意志に基づく社会参加をおこなっている。
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ロ４．移動や外出支援のシステムを持っている。

□５．外泊支援のシステムを持っている。

１１１．情報提供については、わかりやすい工夫がされている。

１１２．理解度にあわせた説明やパンフレットが用意されている。

覇 ３．コミュニケーションの取り方を工夫している。

１１４．１丁等の機器を活用している。

唆璽槌基礎頚擢宣誓著書曇っ会滋養盟謝巴票る奉
保ち、必要

－条講書綴論叢要旨非議愛そ
ヘ
家の族
介
等整髪学竪裏書審理翫零落て碧玉蓄電も

じめ

□課目の
立
整掃溜露青雲検謡さ

と票て繁る一が広がるように、職員の対応や事業

毎月面談を行い、

聞き取りをしている

（障害児（者）／施設

　

－２－）



２

　

利用者に応じた個別支援プログラム

事業所の利用を希望する人達の個別ニーズは、自立生活や職業的自立を目指すとか、事業所内で安定した生活を実現したい等というよう
に、多種・多様です。事業所の側はこうした利用者の個別のニーズに応えられるかどうか、事業所種別や事業所機能を含めて検討し、自らの
事業所を利用に供することができるかどうか判断しなければなりません。
また、事業所サービスの全てにおいて、利用者の生活の質（ＱＯＬ）を重視し、さらには自立を目指すエンパワメントの視点も忘れてはなりませ

ん。
ここでは、これら２つの視点を基礎として、障害の内容や程度に拘わらず、利用者一人ひとりに個別支援が行われているか否かを評価しま

す。 まず、事業所利用の希望が示されると相談面接が行われます。そこで利用者の要望が明らかにされ、事業所側は、自らの基本方針や
サービスの内容を説明します。利用が決定したら、事業所は、担当職員あるいは担当チームを決め、利用者や必要に応じて家族等とも相談し
ながら、個別支援計画を策定します。事業所利用の開始とともに、個別計画に基づくサービスが提供されますが、そのサービスは利用者の要
望を満たすものになっているか否か絶えずチ ツクされる必要があり、その結果、個別計画は見直しされることもあります。
ここでは、こうした一連のサービスの提供過程に関する事項を評価します。
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Ｉ

には事業所サービーモぞ麗 覇曇事
基警報養蚕吉事むぎ条件‐サ｛ビス内容等につい

スの内容を十分理

　

…

雛縫潰す
事
る
業鱒二当

事
夫雫堅藷腔 謝妻墓蹄そい警する機会（注：事業所として独自に

に支援しています塵誓轟鱗雲範程苧獅家島製麗露署家
事鵡養護無毒舞幸枝妾こ、か。

塵誓轟鱗雲範程苧獅家島型麗露署家事鵡養護無毒盤；もた

　

４．他の事業所等の利用が望ましいと考えられる場合には、利用者（及び
幽 必要に応じて家族等）の了解を得て、連絡・依頼・紹介状の作成等を行

い、必要な場合には同行して引き継ぐようにしている。

策定にあたっては、
利用者の状況を十
分に把握していま
すか。

策

　

や見直しのた
めに会議等を開催
していますか。

内容は具体的で、
同時に利用者（及び
必要に応じて家族
等）との合意が得ら
ていますか。

１

　

臼
、

　

ている
サービスは、個別
支援計画に基づい
て行われています
か

スの
を確かめ、必要に
応じて改善を図って
いますか。

ー名手」用者（及び必要に応じて家族等）の要望を所定の様式で記録してい

朗譜を
身
所
の
定副
本
様警貫き墓隊モネ龍巻況を把握し、その言平価（アセス

甑選を
故
確美穂琵鷲学言＃めに利用者の行動の特徴や健康上の留意事

１１１．個別支援計画策定のために、会議等を開催している。

ー喜一”支援計画の見直しを検討するための会議が定期的に行われてい

１１３．緊急に計画の見直しが必要な場合は随時会議＊検討会を行っている。

１１４．会議の内容は、所定の様式により記録・保存されている。

　　

ー 嘉 讐落さ嬰驚見
員
を
の躍化そ勢馨るき

及び必要に応じて家族等）も参加

増の 謝闇定離壇誤断当詫纂茎１れ
支
て聯繋要

は書面で示され、支援の目標‐方法‐

　

２．利用者（及び必要に応じて家族等）の参加・不参加に拘わらず、個別支
嵐 援計画の決定は利用者（及び必要に応じて家族等）の同意のもとに行わ

　

れている。

－を躍享饗う緊綴喜なき尊堅守漉す
る地域の福祉サ”ビスや社会資源

唆支
族冨菅野し

基
てき富本

－毒さ躍し
標
そ需巻を利用者（及び必要に応じて

吟堺型室繕霞馨基提話薄濡衣雲各種サービスは、マニュアル化され

たサービスは、その内容、実施日時、回数、結果等が確実に
ている。

－

ー墓所足露羅尋需要隷名家サ都誓書ス離そ適め
否孝幸見学的にチェックし、利用者の

－なぜ森鷲１醍塑窯実業躍用力春図
の
ら
要
れ
望製龍巻ぎていない場合に

－灘軟で筋範慧捲等端離れす穂蟹な倉ど灘議事著る
一三と奇警摂零誉

ものに感じられるよ
う、いろいろな機会や

２必要に心じて、
域生活への個別移そ
計画が策定されてい

纏る雲茎 帽盤ヒメ ＊ム等の見学や体験的利用ができるように情報や資料を

していま －髭擬 恕こ関しての利用者の相談に応じたり、利用者自身の学習を支

じて、地
個別移 押 そ翠種牛活に関する利用者の意向を、折りに触れて確かめるように努め

駿 滋養誹薯い－努躍幸給？移行計画の策定に際しては、地域の関係機関からも協
た利用者が単身生活
等を希望する場合を

　

甑３．策定された個別移行計画は、利用者の合意に基づいている。

（障害児（者）／施設 ‐３‐）
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９項目

は 驚裏な奥地 □≧手際に移行する場合には、そのための支援プログラムが用意されてい
、に適応でき

　

－－－－」－－．・
＝￥嬢細慮

への
て陥き援では、できる限り利用者が主体的に生活設計

逐電？期間は 試験的に地域生活を経験することのできるプログラム

□ 鰹隣雛 祭 鷲Ｊ
必要に応じて、利用者に対する理解と協力を求める

　　

評価結果 ④罵Ｂ ・ Ｃ

　

Ｐ

　

Ｉ
ターケアを実施して 闘名手」用者の了解を得て選所後も定期的に連絡し合う体制を設けてい

いますか。
闘を＊ 後の、緊急事態等の場合に備え、相談窓口（担当者）を置いてい

□ 灘ぎ票蕎麦弾梓薯控えば、退所者の会や家族会等）を育成し、事業

　　　　　

３項目中２項目 評価結果 ④．Ｂ． ｃ

多彩用ト鵠亀裂基 増節用達越境零て
め
の
る壁書銅線章プ

害
ロド多琴嬰謂灘鍔亀裂；物交通機

－く

　

口グラムがあ
りますか。 圏蒙離躍外の綴喜亀裂雛殺下ろせな情報が提供され、そのための学

幽３．必要に応じて、自己表現の技能や話し方について支援している。

爾幸手選考自身が人権意識を高められるように情報や資料の提供を行っ

圏漉き濃霧膿ま聾当家
一歳語ら隷審議よ撫書れ

介凝霜な醸そ穿的に情月・回広報誌を発行しているに
れ、必要な場合は
いつでも連絡できま 幽２．家族が希望する場合は、生活や活動の様子を随時見ることができる。
すか。

と家族のためにも
支援していますか。

□蓄電手向けの広報紙発行や、家族向けの講演会や学習会等を実施して

－ 樺 譜 ＊ とは直接関係ない事柄でも、家族からの相談には幅広く応

ー舎充昼裾諸繋高富濯黙翫「繋藁支
応接驚喜照る寺

及び家族等

－鹿家詔鱈濁す鷺滋鎚鞄溜高書手需要有効に利用するように、

□露宅や
中
家
の
族韻議せそ費用体

者
的鱒謬蔓覇業葺き寡箸やれるよう洞１

（障害児（者）／施設 ‐４‐）
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就労支援事業所の固有のサービス

　　

就労支援事業所には、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や生産活動その他の活動の機会の提供など、他の事業所に

　

はない固有のサービスが必要です。さらに障害種別を超えたサービスが要求されています。

　　

ここではそのような観点から、機能を評価します。
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小項目（質問項目） 着
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蔓凄艶場難し蟹繋盤鶏 －・サービス提供にぁた て、多様な作業内容を用意している。

　

容

　　

享群 備していま
． 箱」用者の作業内容に いて選択ができるよう配慮 ている。

　　　　　　　　　　　　　　　

闘３．作業工程の標準化をしている。作業の基本動作のマニュアルがある。

　　　　　　　　　　　　　　

一４．作業の月別・年別作業計画を利用者とともに作成している。

　　　　　　　　　　　　　　

塵５．計画に沿った適切な仕事量を確保している。

　　　　　　　　　　　　　　　

顕 鰯糸呈露醍 精羊所（施設）と利用者の個浄ｉ‐全体の話し合いの場を定

　　　　　　　　　　　　　　　

幽７．利用者の作業能力を評価するマニュアルがある。

　　　　　　　　　　　　　　　

闘 曽轟業告鰻 契る守
別業務実績を障害程度、特性に配慮しながら、利用者

　　　　　　　　　　　　　　

爾９．障害程度、特性に配慮し、個別の休憩を保障している。

　　　　　　　　　

９項目中９項目

　　

評価結果

　

＠う・ Ｂ．ｃ

　　　　　　　　　　　　　　

／！ ／ ／

　　　　　　　　　　　　　　

国５．事業所（施設）独自に最低工賃を設けている。

　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１６．工賃の目標値を設定している。

　　　　　　　

霧誓言商覇者髪型ｉ、ー・．利用者に個別に工賃に関する説明をしている。

　　　　　　　

ますか？

　　　

－ 錠 触 ぎする苦情‐要望等の受付担当者を置き、その機会を個別に設

　　　　　　　　　　　　　　　　

ー 煽討議 終ぞ響き出せるような学習の場を障害程度、特性に応じて定

　　　　　　　　　　　　

９項目中９項目

　　　

評価結果

　

ゆハ．Ｂ

　

． Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′′／′′／

　　　　　　　　　　　　　　　

国４．受託作業ｉ‐ついて、；商津に業者との契約を交わしている。

“臓．繍 描い“ぜ 醤豊艶幽霊翼琴璽嘉島鵠．－－．掘

　　　　　　　　　　　　　　　

□業視内精察意表禦製要塞配繕
わ渋幸せ参る言

いよう、表示物、案内板（点字、音声

３

環境を作ることに配
慮していますか？

２／ヤ

　

アフー一へ
対応はしています
か？

（障害児（者）／施設‐５－）



　　　　　　　　　　　　　　

□

　

４．２白

　　

　　　　　　　　　　

　　　　　

れていますか？

　　　　　　　　　　　　　

□２．喫

　　　　　　　　　　　

１１項

　　

　

　　

　

　

　
に配慮した作業活
条件を整備してり

　　　　　

動条件を整備し

　　　　　

いますか？

　　　　　

②作業内容に適

　　　　　

た服装をするよ

　　　　　

慮していますか？

□４．２階建て以上の場合、エレベータを設置している。

・ 蕗平交流スペースは疲れを癒せるよう快適な空間であるよう配慮して

口２．喫煙場所が別に設けられている。

９項目

　　　

評価結果 ・

　

Ｂ

　

・

　

Ｃ

当者なし

１１１．作業台・机・椅子等は障害部分を考慮した条件になっている。

１１２．作業内容により利用者に適した治具・工具を活用している。

１１３．作業機械等の整備を行い安全性は確保している。

内
す琵調う

し
配 ” 作業内容に適した服装をするよう配慮している。

爾２．作業服は、事業所として賞与・支給している。

豊麗して
の
いま要語 －・利用者向けの就業規則ｉを整備している。

１１

視点に立った配慮
をしていますか？

の

ますか？

の専任（担当）者が
いますか？

た個別の計画を
作っていますか？

ての職場実習は
行っていますか？

次有給休暇や特別休暇等、各種休暇制度が就業の規則にきちんと

　　　

している

１１３利用者の障害程度、特性に応じた作業時間の設定になっている。

　

幽４，作業上の災害に対する災害補償に関する規程を整備している。

の

　

賢，．利用者に対する労働安全衛生の視点に立った配慮をしている。

風２利用者に対する安全教育・指導をしている。

１１３．労働安全衛生を担当する担当者を置いている。

１１４．労働安全衛生に関するマニュアルを整備している。

誠１．外部の作業に関する研修の機会を積極的に設けている。

１１２．異業種者との交流を積極的に行っている。

１１３．職種・商品開発研究を積極的に行っている。

曜１．作業開拓・営業の専任（担当）者がいる。

■２．積極的に作業開拓・営業活動をしている。

ロー．一般就労に向けての個別支援マニュアルがある。

１１２．一般就労に向けて利用者本人の意欲を引き出す努力をしている。

１１３．一般就労に向けて利用者ｆコ情報提供をしている。

１１４．一般就労に向けて、他機関との連携を保っている。

幽１．一般就労に向けての職場実習を適時、計画庫実施している。

□２．職場実習に向けての体制や諸規定が整備されている。

フォローアップ体制

　

口１．一般就労した後のフオローアップ体制が出来ている。
は出来ていますか？

１１２．離職した利用者が再入所できるように受け入れ体制を整えている。

にあわせた支援内
容を準備していま
すか？

ー講豪謎寵 ま専門家の意見もとりいれるなどして、集団で討

□２．必要な人には、体育・音楽や芸術などの活動を取り入れている。

１１３．障害に適した環境づくりに心がけている。

□名手」用者の自己実現についての職員の年間研修計画が作成されてい

（障害児（者）／施設

　

－６‐）



４

　

日常生活支援サービス

　　

利用者がその人らしい快適な生活を送るためには、利用者自身の自己決定を尊重するサービスの基本理念が必要になります。また、サービ利用者がその人らしい快適な生活を送るためには、利用者自身の自己決定を尊重するサービスの基本理念が必要になります。また、サービ
スの提供に際しては、支援の方法・環境の整備・介護技術等の質を高める努力を重ねながら、一方では会議や研修を通じて職員の共通認識を
図る必要があります。

　

一人ひとりの利用者の支援のためには、利用者（および必要に応じて家族等）の意向を尊重しながら、個別支援計画を策定し、それに基づく
サービスを提供しなければなりません。その場合、意思伝達に制約のある人については、その人固有の伝達手段を探って、できる限り利用者
の要望や意見を理解しようと努力することが肝要です。

　

個別支援計画の策定に当たっては、「利用者に応じた個別プログラム」で示されるプロセスに沿って、自己決定に必要な情報を提供します。
そして、実施しているサービスの内容については、定期的にチ ツクしながら、計画の改善を回って行くことが重要です。ここではこのようなこと
を評価します。

中項目

　　

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点 メ

　

ン

　

ト

　　　　　

基づいた食事サー

　

□１．食事の介助等、支援方法に関してマニュアルが用意されている。

　　　　　

ビスが用意されて

　

－－－－－－－－－－－－

　　

いますか。

　

翌嬰者の体調や身体状況により、必要に応じて個別の食事を用・

　　

書嬰者の体調や身体状況により、必要に応じて個別の食事を用意して

繋 歴覧献
の

□・．定期的に噌好調査を行い、その結果を献立に反映している。
本として美味 －－－－－－ー

しく、楽しく食べられ

　

□２．食事サービスの検討会議等には利用者も参加している。
るように工夫されて

　　

－－

　

…－－－－

　

▲」ー
いますか。

　　　　　　　　　　　　　

Ｂ杜

てい

情に配慮していま
すか。

の希望に沿って行
われていますか。

の環境は適切です
か。

に行われています
か。

適ですか。

□３．適温の食事を提供している。

□４．献立・食材に季節感があり、盛り付けや食器にも工夫している。

□５．食堂には複数の調味料・香辛料が用意されている。

□６．献立及び食材について、その情報は予め利用者に提供されている。

□を精 分助については、利用者の様子を良く見ながら介助や支援を行っ

□装食善
堂
を醤 繁る押

気について定期的に検討会議を開き、必要に応じて

□２．食事は、幅のある時間帯の中で喫食することができる。

□じ安て誤≧多発溺用農繁幸諸Ｆ入浴介助や支援‐助言方法につ

□桑雇用殺 総ぎ健康状態や留意事項については、個男１」チェックリスト等を

□３．入浴の介助や支援・助言業務は、所定の様式により記録されている。

□古書藩で
並
あ
たぎ間のほかに、失禁や汗をかいた場合等必要に応じて入浴

□ 名誉谷の時間帯や週間回数については利用者との話し合いで決めてい

□ 患毒；
脱衣場の設備や入浴器具の設置等については、検討会議をもつ

□き誉 場の冷暖房設備は、気候や利用者の身体的状態に応じて調整で

□３．浴室や脱衣場は、プライバシーを保護する構造・設備になっている。

□ 捲 激壁用
の撰さ

ニ
れ
ュ雲雀宇全・プライバシー、便意‐尿意‐失禁への対応

□蟹背き豊鴨常陸つ稀諸費墓考
便
慮
器ぽ萎馨り母国盈聾乳母泉実の使用

□享警夢クオノ
助
スＥ等

際薯喜ぶ授賓客
。
健康状態や注意事項については個別

□４対日世介助の結巣は所定の様式により記録されている。

□菱饗宴榛露語応湊旨妄濯備期
や潔繋留博幸含めて、トイレ環境の点検‐

□２プライバシーに配慮したトイレの構造・設備になっている。

□３．換気や適切な薬品使用等、防臭対策がなされている。

□４．清掃は毎日行われ、汚れた場合は直ちに対応している。

□５．採光・照明等は適切である。

□６．冷暖房設備がある。

（障害児（者）／施設

　

－７－）



４

　　

群みを 鱈 し、衣服 □・衣類は利用者の意思で選択している。

　　　　　

の選択について支

　

一－－ …－－”－－－－－－－－－－……－－－

　　　　　

援していますか。

　

□２．衣類の選択について、必要があれば

　　　　　　　　　　　　　　

□馨綴驚 壕署
。
は、必要があれば購

　　　　　

②衣類の汚れや破

　　　　　

排 気づいた時等 □ 鐙些鍵洋髪生じた場合には、速や

　　　　　

の対応は適切です
吟盟意義自署誕ご孝養蕃≠場合詩友

　　　　　

か。

　　　　　　　　　　　　　　

□きき零すや破損のために着替えをした場

　　　　　　　　

□４‐介聖に頼らず、自ら種替えをしたいとし

の選択について支

　

一－－ …－…－”－－－－－－－－－－……－－－－－－… －－－－…
援していますか。

　

□２．衣類の選択について、必要があれば相談に応じている。

□馨綴驚 壕署
。
は、必要があれば、職員が相談、情報提供、買い物支援

□ 鐙些鍵洋髪生じた場合には、速やかに対処するための業務手順が

吟盟意義自署誕ご孝養蕃≠場合、特殊な場合（強いこだわり等）を除き、

□きき零すや破損のために着替えをした場合は、それを記録することになって

□養分談馨甚Ｌ戦着応塾馨おをいといぅ希望のある利用者に対して

７項目中

　　

項目 評価結果

　

Ａ・ Ｂ ・ＣＡ ・ Ｂ

　

・

　

Ｃ

好みを尊重し、選択 □１．髪型や化粧の仕方等は利用者の意思で決めている。
について支援して

　　

２．職員は、必要があれば、整髪や化粧を手伝ったり、いますか。

の利用については
配慮されています
か。

ていますか。

は適切ですか。

かつ適切な医療が
受けられますか。

　　　　　　
か

□ 弾 譜ご
必要があれば、整髪や化粧を手伝ったり、又は相談に応じたり

□３．理容・美容に関する資料や情報を用意している。

□多箸潔講書誓書っ製需要利用について、必要に応じて職員が同行す

□ 躍 鴨雲職
理
員器連

や
絡
美喜馳 潔嬰きざ要に応じて、理解と協力を得ら

噛寝室配
や
慮含彰選

周
れ
辺雲霧呈『音について、利用者の希望や状況に応じた適

　

２．夜間就寝中の利用者に対するサービスについては、体位変換やおむ
□ つ交換、さらには睡眠リズムの乱れや不眠者への対応等を含むマニュア

　

ルが用意されている。

□３．夜間に行われた個別支援は、所定の様式で記録されている。

口 零墨守利用者の好みに基づいて用意され、又は私物使用も認められ

□きき誓薄雲著者同室者に影響を及ぼす場合、一時的に他の部屋を使用す

□ Ｌ利用者の健康管理マニュアルが用意されている。

□２．医師又は看護婦による健康相談を受けることができる。

覇馨醒逢豊看期
言蕩潔夏型鰭≦及び必要に応じて家族等）に対して健康面

吟禾跳躍署＃考量蒙る籍
じて家族等）の承諾を得てインフルエンザ等の

唱 搬 響き著増進のため、日常生活の中に取り入れるプログラムが用

□纂鶏繋駕鞄潔箆義幸さる鍵磨ヰ週際奮豊歯蔓際凝る：ジ

□ 繋鞭 裂こ変調があった場合の対応の手順は、マニュアルとして用意さ

□ 搬域
内臨調保

力
し鰯纏る誉

機関（診療所又は病院、アクセスはおおむね２ｏ

□ 廼 裂で墨書医療機関では、入院治療が必要な場合の受け入れがス

　

１．利用者（及び必要に応じて家族等）並びに担当職員は、薬の目
□ 的・性質・効果・副作用・注意事項等について、 適切な情報を得

　

ている。

□鰯金隆禦製糖劃定閣至れマ
る
二
薬塾ア巧豊麗緊繁農閣使

　

３．薬物の取り違え・服用拒否や服用忘れ・重複服用等、薬物使用
□ に誤りがあった場合の対応については、マニュアルが用意されて

　

いる。

ロ ギ 服‐外用薬の使用状況は、所定の様式に従って記録されてい

（障害児（者）／施設 ‐８‐）



　

巴多弁デー 籍 融 磐字音□ ぞし合いやアンケート等を通じて利用者の意向を把握してい

　

シヨン

　　　

由に行えるように－…－－＋「－－ニーふ…－－－－－ー－

　

′、ヌ・

　　

１

　　　　

の、）
レクリェー 希望に沿 讃 鳴 曾舌し合いやアンケート等を通じて利用者の意向を把握してい

シヨン

　

由賄えるように日下 愛＊画 窺 珊や砺 ″エーションに関する情報を提供して

　　　　　

していますか。

　　　　　　　　　　　　　　

□ 選 慶 享 譜 ≠体的に企画‐立案するように、職員は側面的な

　　　　　　　　　　　　　　　

ロ ギ 要に応じて、 外部から協力者ｒ（ボランティア）を受け入れてい

　　　　　　　　　　　　　

□５．地域の社会資源を積極的に活用している。

　　　　　　　　　　

５項目中

　　

項目 ・

　

巳

　

・

　

Ｃ

　

一‐ 一“十一十 ［１．利用者の代表や自治会等と話し合って、外出についてのルール

　

望に応じて行わ

　

］ を設けている。
れていますか

　　　

…“

　

”；

　　　　

－

　

２．必要なときには、職員・ガイドヘルパー・地域のボランティア
□ 等、 いずれかの人からの介助や支援・助言を受けられる体制が

　

整っている。

□も雛 唖 禁議長覆せ容三一の情報を普段から収集するよ

　

４．外出に伴う安全確保や不測の事態に備えて、利用者に必要な学
□ 習を行うとともに、連絡先を明示したカード等を携行させてい

　

る。

１

　　

｝
」 十”－十の ［１．利用者の代表や自治会等と話し合って、利用者主体のルールを
望に応じるよう

　

］ 設けている。
配慮されています ÷「：「ニコニ－－－－－－間罰－－－ー

　　　

～嶋護雪雫鱈踏繁霧灘繋遁聾者響き癒家族の立
口箸簾騨難夢豊謎を警護ヒキメな轡者や家族の事情を

か

磐蓋鷺 撰捧 職 関 翻握響 壕忍；、ては、その取り扱い規約を定め、責任
制が作られていま －－－－

□誉溜詩型濯露顕とし撃上製卵塊謹製寿ぎ斐
用
う弄さを※署応じて家族

鳴 擬 鷺 響 野して業務を分担し、相互チェックが図られる

鳴弊害察し警醒金期
通断‘

の
報
出
告
納
し
状騒ぎ愛用者（及び必要に応じて家族

□繋祷概離塾蓬際鍵歴基雪じ
び
て整理ｉ

応じて家族等）か

すか。

２

　

，

　　

の

　

ができるよう選 叫 駅 窄 ができる人には、金銭等を保管する場所と設備を提供

　

慮されています
□榎亭詔書馨請著鋳婁会長巷』淳一を活用するなどか。

□参考諒 謡 覇亨藷デ的な対応能力を高めるための学習プロ

騨寧し轡墜鴛箱一□１．新聞・雑誌は個人で購入できる。
用は自由にできま

口 をテ
レビやラジオ等は個人で所有できるように便宜を図っていすか。

□も諸鴨 糠 蕩 訴 零 ぎ利用の方法については、利用者間

口１．利用者の代表や自治会等と、 話し合ってルールを設けている。ばこ等）について
は、健康上の影響

　　

－－胴－－－－－－－】－一一

　　　　　　　　　

２．具体的な場面では、自治会や利用者全員と協議して、場所・時
馨 慶毒鮪人□馨滋塗擦畷塾。

飲酒場所‐時間、一気呑みの禁止等）に様々
の自由が認められ
ていますか。

　　　　

３．酒やたばこの害については、利用者が正しい認識を持てるよ

　　　　　　　

□

　

う、利用者全員に情報提供を行った上で、 飲酒・喫煙が認められ

　　　　　　　　

ている。

（障害児（者）／施設 ‐９…）



（障害児（者）／施設 ‐１０一）

５

　

生活環境の整備

　　

利用者へ快適な生活環境を用意することは、すべてのサービスの前提条件となります。生活環境を考える場合には、利用者の立場からの視

　

点と事業所周辺の地域への影響という二つの視点が重要になります。

　　

ここでは、事業所がその生活環境について定期的な点検を行い、可能な限りの工夫や改善をしているか否か、ということを評価するもので

　　

中項目

　　

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点

　　　　　　　　　　　　　　　　　

コ

　

メ

　

ン

　

ト

　

基拷生難語票 誉繋肇憲 簸 □・．点検整備のマニ アノレが用意されている。

　　　　　　

は、定期的に点

　　　　　　

検・整備されてい

　

□２．点検・整備の担当者ならびに責任者が明らかにされている。

　　　　　　

ますか。

　　　　　　　　　　　　　　　

□ も 鷲 Ｊ
整備の結果は、 文書処理されて施設の各部署に報告され

　　　　　　　　　　　　　　　

鳴 か検‐整備の結果に基づき、 必要な整備が計画的に行われてい

　　　　　　　　　　　　　　

□５．点検・整備の結果とその対応策は、利用者に知らされている。

　　　　　　　

純金凄麦総 □霧 寵蓑輪ｉテ畿 殿 燕 擬硬だぶったとき等に利用で

　　　　　　　

鰐電赤≧家路 □ 鷺 燐 髭？るげる場所（部屋やスペース等）や屋外設備等が用

　　　　　　

ますか。

　　　　　　　　　　　　　　　

鴫奉謝便繋 笠倉襟 範 驚定義 胤孝採る讐ホー

　　　　　　　　　　　　　　

□４．訪問者と面会できる部屋が用意されている。

　　　　　　　

響鎚夢競背口髪鰭援及境繋駕
要警護応薗議さ

家
せ
族零を 話し合いを持ち、その結

　　　　　　

組みがなされてい

　　

２．身の回りの生活環境（事業所内の清掃や装飾、室内のベッドその

　　　　　　　　

ますか０

　　

。鰹 謡 滋 鎚竺逐 鰯を竪伊予３幕理香雲霧商
者
や撹
職
案
員
を
と

　　　　　　　　　　　　　　　

行う機会を設けている。

　　　　　　　　　　　　　　　

□轟き 超警鰯起き繁髪やについては、利用者の気持ちを理

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

切に行われている。

　　　　　　　　　　　　　　　

嶋素養誹議資本扇参進善書禦ぎ粟質ぞが行われ、その

　　　　　　　　　　　　　　　　

鴫 溝英之葦甥 郭多器具等の汚物処理については、所定の手順

　　　　　　　　　　　　　　　　

口汚 泰 糧 肇 擬 鵠 馨 県警戸を及ぼさないよう、責任者

　　　　　　　　　　　　　　

コ６項目中

　　

項目

　　　

評価結果

　

Ａ

　

． Ｂ

　

． Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／′′′／′

　　　　　　　　　　　　

３項目中

　　

項目

　　　

話；；，果

　

Ａ

　

．Ｂ

　

．Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一／′／／



６

　

地域との連携

　　

通所・入所を問わず、事業所は地域の中の社会資源として存在します。当然、その利用者は、もともとそれぞれの地域に属する

　

一員ですが、同時にその事業所が属する地域の一人として大切な存在になります。そうした事業所利用者が、その地域の人々と好
通所・入所を問わず、事業所は地域の中の社会資源として存在します。当然、その利用者は、もともとそれぞれの地域に属する

一員ですが、同時にその事業所が属する地域の一人として大切な存在になります。そうした事業所利用者が、その地域の人々と好
ましい関係を作ることは、 自立への大切なプロセスであり、同時に、それは事業所と地域の相互交流の架け橋になることを意味し
ます。

　

事業所は、地域住民からみれば、 しばしば貴重な社会資源です。事業所の持っている機能は、 単に利用者のものではなく、地域
の人々にとっても活用できるものと考えられるからです。一方、事業所の側からみれば、 地域との連携を深めることによって、そ
のサービス機能はさらに充実・向上するものです。

　

ここでは、地域に開かれた事業所であるか否か、そして、その結果、利用者のニーズをより効果的に満たしているか否か、とい
うことを評価します。

中項目

の父

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点 ン

　

ト

コロナ禍の為イベントなし

　　

に対する理解 麓 一 警 き 業所を開放するための規定を設け、事業所開放を実施

　　

と地域への事業所 －…－－－…－”－－－”－－－－－－旧－…－－－……ーーーー”－－…ー…ー－－ーー

　　

開放を図っていま

　

駆２．地域の人達に事業所の開放や、 備品の貸し出し等をしている。

　　

すか。

　　　　　　

－－－－－－－－爾；；

　　　　

－

　

－－－－－－－で－；－－－；三顧；－－…－
□ 隣 離 鰭を鱈考や福祉を理解してもらうための講習会‐研

□
４．介護技術講習等の地域住民の生活に役立つような、 講習会等を

　

芥 している

幽５，地域の人達のボランティアを積極的に歓迎している。

□６．事業所の様々な行事への参加を地域の人達に呼びかけている。

躍 諺 情事 翼 図１．地域の情報を収集しに れを利用者に提供している。
すかｏ

　　　

・
河南者の地域活動への参カｉを支援するという方針がの地域活動への参加を支援するという方針があり、 職員

に文書により知らされている。

照 篤 塾奮終きぎの行事参加に職員やボランティアの支援を

３

地域との黙駿誠墨塾稲群蟻第揚をテる＊ぞレクリエーション
めていますか。 □獅増勢た雌 “ 馨 翻で聯なら、様々 な行事－スポー

鎧え 諸 －と難 覇望ま響ｒｉ行徽、担当の職員によって計画的‐継続的

－；〆澱諸機能蜜錫開き綴さ鞠表る手族、ボランティ

ー屡 譲 鰯延長鷲客室７レットを作成し、これを地域の住

－豪華掴賜掴鰹睡蓮霜緬会繋要餐なれている作

Ｉ

　

十十月な

　

、
十革 ［１．地域生活の一形態である福祉ホームやグループホームを設置運

　

詠虫ｈｔ
人は何らかの地域

　

］ 営している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６ヌゴサし

生活支援サービスー

　　　　　

、
を行っています
か。

口宅．地域生活を支援するホームヘルプ零サービス、 デイサービス、

　

ソョートスティ等の在宅サービスを行っている。

□３．在宅障害者のための相談事業を行っている。

義の他、自治体独自又は法人独自の地域生活支援事業を行って

欝 ” 謎 讃 □１．ボランティア育成を積極的に行っている。
れのマニュアルが
用意されている。 騒２．ボランティア受け入れは、所定の様式で記録されている。

峨 澱農諦〆繋藁滋養昆明
ン
確言ささ

ア
れ
コ
て三冨キタ｛等）が

暇た塵審議猛撃譜 れに際しては、あらかじめ利用者や職員

□をボランティアの意見や指摘事項を事業所運営に反映させてい

□ 鏡 該露こそ譜？ため、ボランティア講座や体験学習等を計

ｌ

　　

ｏの言

　　　　　　

１．関係機関（福祉事務所、児童相談所、保健所、職業安定所、 学校
の連携は適切です

　

■ 等）や地域内の諸事業所とは定期的に情報交換のための連絡会を開
か。

　　　　　　　　

催している。

１１２．連携のための窓口（担当者）が決められている。

１１３．関係機関とは日頃から情報交換を行っている。

（障害児（者）／施設

　

－１１－）



フ

　

役員及び職員の研修

　　

事業所は、社会や個人のニーズに基づき福祉サービスを提供します。そして、利用者に具体的なサービスを提供するのは、一人

　

ひとりの職員です。 しかし、職員はそれぞれ単独で存在するわけではなく、事業所という組織を形成する一員として存在していま
事業所は、社会や個人のニーズに基づき福祉サービスを提供します。そして、利用者に具体的なサービスを提供するのは、一人

ひとりの職員です。 しかし、職員はそれぞれ単独で存在するわけではなく、事業所という組織を形成する一員として存在していま
す。そこでは、基本理念に支えられた組織の中の職員が事業所の提供する機能のそれぞれを分担しています。その組織を統括し、
代表するのが事業所管理者（施設長）です。

　

事業所の良し悪しは、そこで提供される福祉サービスによって決まりますが、それは、管理者を含む事業所職員一人ひとりの力
量に由来します。ここでは、資質向上に関する事業所の努力や実態を評価します。

中項目

　　

小項目（質問項目）

内研修

　　　

計画的に実

　　　　　

ていますか。

　　　　　

２

　　

ー

　

０ス

着

　　

眼

　　

点 メ

　　

ン

　

ト

　　

　

　　　　

　

　

計画的に実施され。挑謝灘震諸諸や雛簾糖撃ぞ聾お邑腸誓書

　

が策定されている。

闘２．研修の具体的な立案 実施のために研修担当者を決めている。

□た驚綴参鰐鴫を躍＆糟瞥鵬、それぞれの立場

竿の素ゐ研隣 国お翻泰遷幸豊ヶ実
－
施
ス
し
会曝るに

ア会議等）とは別に事例検討会を
積極的に行ってい
ますか。

　

２．新しいサービス技法や様々な実践の成果について常に情報収集
圏 を行い、必要に応じて外部から講師を招いて、有効と思われる知

　

識・技術の導入に努めている。

　

３．福祉の動向、障害者観の変遷、社会的支援の新たな制度や事業
圏 については、資料を添えて幹部職員ができるだけ詳しく説明して

いる。
３

　　　

・ま

　

又

　

…
みに学んで事業所 □ ぞ 員研修に、他事業所の見学や実習を積極的に取り入れてい

運営をしています 日魯拝祉学会等の実践報告会に積極的に報告者として参加していか。

　　　　　　　　

□ を普事業所又は研究機関‐研究者と共同で共同研究等を行ってい

研修に参
いますか。

範 そ 薗・・学会 各種研修・研究会等に職員を参加させている。

１１２．専門資格取得のために勤務時間の面等で配慮している。

ー 琵 繁 智者は事業所内の報告会にて伝達講習を行 に とを原則１

（障害児（者）／施設

　

－１２一）



（障害児（者）／施設 ‐１３一）

８

　

緊急時の対応

　

事業所には利用者の生命・財産を守るという使命があります。日常的なサービス提供の中でも、あるいは非常事態にお

　

いても、その使命は変わりません。従って、不断の事業所設備の充実は必要不可欠であります。そして、日常の事業所運

　

営においては、非常事態における生命・財産の保護に備えた体制整備が求められます。ここではそうした視点からの事業

　

所機能を評価します。

　　

中項目

　　

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点

　　　　　　　　　　　　　　　　　

コ

　

メ

　

ン

　

ト

　

並雄琴製やの 鱗轟隊あ義 璽 茅低基準ならびに消防法に示される防災対策は確実にキテってい

　

対応

　　

は適切ですか。 顎を斎麟 鮎 競辱も事濯築憲 鞭喜平り込んだ防災規定

　　　　　　　　　　　　　　　

圏 雛 峯 精 ｆマニュアルに基づいて、定期的に避難等の訓練桝テ

　　　　　　　　　　　　　　　

ー乳 馨 哲学｛こ基づいて、防災対策の点検と見直しが定期的に行わ

　　　　　　　　　　　　　　　

□ 題翠繋 鰯を業鼠 繁 讐発生した災害にも備えて、連絡

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４ 繋 鱈 潔 鷺侠碧肇書譲れ轟き謹繋誓馨 惣 蔽診断等、

　　　　　　　　　　　　　　　

□湊 鴨 哀 讐 めに食料・医薬品、日用品等を備蓄し、定期的に点

　　　　　　　　　　　　　　

幽８．損害保険等に加入している。

　　　　　　　　

８項目中６項目

　　

評価結果

　

◎． Ｂ．Ｃ

　　　　　　　　　　　　

！ ！ ／ ／

　　　　　　　　　　　　　　　

５．緊急時には、休日・夜間でも医療が確保されるように、 特定の

　　　　　　　　　　　　　　

璽 医療機関と提携している。（ここでは、単身で通所している利用者

　　　　　　　　　　　　　　　

から、 緊急の相談が事業所や職員にくる場合等も想定している）

　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

□７．職員には、必要な救急法の研修を行っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　

フ項目中４項目

　　

評価結嬰

　

Ａ で夢 Ｃ

　　　　　　　　　　　　　

－－ノーノイ【

　　　　　　　　

４項目中３項目

　　

評価結果

　

◎． Ｂ．ｃ

　　　　　　　　　　　　　

／ ／ ／



９

　

組織・運営・管理

　

事業所は事業所の理念を持ち、それをの利用者や家族、職員はもちろんのこと、地域にも明示しなければなりません。その理念の具現に向

　

けて事業をするとき、民主的な組織や運営および管理であることが重要です。

　

ここでは、事業所の理念と民主的な組織・運営・管理という視点から評価します。

中項目

　　

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点

　　　　　　　　　　　　　　　　　

コ

　

メ

　

ン

　

ト鷹
営

　

０
運

　

　

　

　

　　　

　
運営

　　

協議会百及び語義園参拝事会（運営協議会）及び評議員会は定期的に開催されてし、

　　　　　

員会は実質の機能－－－－－－－…－－－－－－－ー

　　　　　

を果たしています

　

鴎２．理事 （運営委員） は事業体の経営に実質責任を果たしている。

　　　　　

か。

　　

・ 好
事会 （運営協議会） は高い経営能力、事業企画力を持ってい

　　　　　　　　　　　　　

鴫 瀞 農 摂 嬰 議会）と評議員会は、その役割と機能が明確に

　　　　　　　　　　　　　

□ ％ ＊ 会 （運営協議会）もしくは評議員会に家族代表が入ってい

　　　　　　　　　　　　　

唱 辱 会 （運営協議会）もしくは評議員会に職員代表が入ってい

　　　　　　　　　　　　　　　

□ 緑 野
会 （運営協議会）もしくは評議員会に利用者代表が入って

　　　　　　　　　　　　　

国８．権限が特定の個人に集中していない。

要 語 す 遡１．運営規則を整備している。

　　　　　

所）

　　　　　　　

爾２．運営規程を整備している。

園３，就業規則を整備している。

翻４．利用者名簿を整備している。

国５．金銭出納簿を整備している。

翻６．設備備品台帳を整備している。

１１７．作業日誌を整備している。

翻８．証拠書類綴を整備している。

か。
′かは

　

り

　

闘，．事業体の将来構想を策定している。

圃２．将来構想は、短期・中期・長期のそれぞれの構想がある。

圏３．将来構想にそって年度事業計画をたてている。

圃４．将来構想にそって年度事業計画を実行している。

　　

、

　　　　　

圏１．職員会議は定期的に開かれている。れていますか。

圃仏事宗会議で職員は議題に関して対等に自由に活発に論議をして

薗３．職員会議できめられたことは、 全員一致してとりくんでいる。

用

　

の笈
） があります

　

□１．利用者の会（自治会） がある。 和５年度中結成を目標に

　　　　　

か。

　　　　　　　

□２．利用者の会 （自治会）の活動は活発である。 業生の会を準備中

□ 潔 壁 像き要 熟誓メンバー－は対等な立場で自由に意見を

　　　　

すか。

　　　　　　

ロ１．家族会がある。

□２．家族会の活動は活発である。

一‐
、警 会で家族は対等な立場で自由に意見を述べることができて

すか。

　　　　　　

□１．後援会がある。

□２．後援会の活動は活発である。

□仏事拝会で会員は対等な立場で自由１こ意見を述べることができて

（障害児（者）／施設 ‐１４－）



（障害児（者）／施設 ‐１５－）

　

講壇啓
報貯 留蕎 塚 酵を ＝，事業体の情細ま公開している。

　　　　　　　

か。

　　　　　　　

一２オ青報は広く地域に公開されている。

　　　　　　　　　　　　　　　

ー も誓
域への情報の公開にあたり、透明性を高める努力をしてい

　　　　　　　　　　　　　　

幽４．財務情報が公開されている。

　　　　　　　　　　　　　　

□５．事業体の将来構想を地域に公表している。

　　　　　　　　　　　　　　　　

れ
事
て英繋留将来構想が地域のニーズに合ったものとして受け止め

　　　　　　　　　　　　　　

圃７．地域の人々との交流の機会を積極的にもっている。

　　　　　　　　　　　　　　　

ー 謡 談霊毅 餐 糠 鰻 雛 箸塾哀愁 障害者福祉の充実

　　　　　　　　

８項目中６項目

　　

評価結果

　

Ａ．◎．Ｃ

　　　　　　　　　　　

／／ ／ ／ ／

　

遍）入事管 留金露霞字樽 爾・・職員の採用．異動等、人事に関する方針が定められている。

　　　　　　

すか。

　　　　　　

幽２．定期的に人事考課を実施している。

　　　　　　　　　　　　　　　

髭 揮 鷲ｒて、客観性＊公平性‐透明性を確保するための

　　　　　　　　　　　　　　

国４．職員に対する福利厚生事業を行っている。

　　　　　　　　

４項目中４項目

　　

評価結果 ◎．Ｂ．Ｃ

　　　　　　　　　　　　

／／ ！ ／



Ｌ事業者向け １ 放課後等デイサービス自己評価表

　　　　　　　　　　　

チェック項目

　　　　　　

はい

　

￥義総 いいぇ

　　

改善目標、エ夫している点など

環 ・ 盤 溺客要る
導納室等スペースとの関

職員の配置数は適切であるか

事業所の設備等について、バリアフリー化
の配慮が適切になされているか

施設が２階の為室内に関してはバリアフ
リー化

毎日ミーティングを行い情報共有を図って

　　　　　

いる

業務改善を進めるためのＰＤＣＡサイクル（目
標設定と振り返り）に、広く職員が参画して

　　

○
いるか

保護者等向け評価表を活用する等によりア
ンケート調査を実施して保護者等の意向等

　　

○
を把握し、業務改善につなげているか

この自己評価の結果を、事業所の会報や
ホームページ等で公開しているか

第三者による外部評価を行い、評価結果を

　　

。業務改善につなげているか

職員の資質の向上を行うために、研修の機

　　

○
会を確保しているか

公的な場所での研修以外に施設内研修実
施

、、
のニーズや課題を客観的に分析した上で、

　　

０
放課後等デイサービス計画を作成している

子どもの適応行動の状況を図るために、標
準化されたアセスメントツールを使用してい
るか

活動プログラムの立案をチームで行ってい
るか

活動プログラムが固定化しないよう工夫して

　　

○
いるか

平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ

　　

０
細やかに設定して支援しているか

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活
動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ

　　

○
ス計画を作成しているか

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、
その日行われる支援の内容や役割分担に

　　

○
ついて確認しているか

支援終了後には、職員間で必ず打合せを
し、その日行われた支援の振り返りを行い、

　

○
気付いた点等を共有しているか

日々の支援に関して正しく記録をとることを
徹底し、支援の検証．改善につなげているか

　

○



　　

，８審辱髪縞お気葛開議曇蓬署煽ご》

　　

。

　

墜躍琵琶亭想望の情報共有も参

　　　　

いるか

　　

・９ 獣ド吾妻雄潔ぢの審査夏評を複数組み

　

０

　　　　

障害児相談支援事業所のサービス担当者

　　

２０

　

会議にその子どもの状況に精通した最もふ

　　

○

　　　　

さわしい者が参画しているか

　　　　

学校との情報共有（年間計画・行事予定等

　　

２１羅誘墓｛孟遍毒穣繋 勢多彊 墨奏

　

○

　　　　

常にＨＰの確認や担任との連絡を取り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合うようにしている

　　　　

連絡）を適切に行っているか

　　　　

医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場

　　

２２

　

合は、子どもの主治医等と連絡体制を整え

　　　　　　　　　　　

該当なし

　　　　

ているか

　　　　

就学前に利用していた保育所や幼稚園、認
関

　

２３

　

定こども園、児童発達支援事業所等との間

　　

○

　　　　　　　　

利用前に保育所など訪問を行っている

雛

　

で情報共有と相互理解に努めているか

関

　　　

学校を卒業し、放課後等デイサービス事業

複２４学窓盤 覇業ま
サ濁の夏蒲内

業雲折等
等
の討議テを

　

○
護 提供する等しているか

蓄

　

児童発達支援セ ターや発達障害者支援セ
の

　

２５

　

ンタ一等の専門機関と連携し、助言や研修

　　

○
連

　　　

を受けているか

携

　　　　

放課後児童クラブや児童館との交流や、障

　

（

　　　　　　　　

地域の公園などに頻繁に出かけ、同じ

　　　　

害のない子どもと活動する機会があるか

　　　

）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環 境 の 中 での 自 然 な交 流を 図っている

　　　

２７ ｇ塚 慧 支援）協議会等へ積極的に参加

　

。

　　　　

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

　　

２８

　

い、子どもの発達の状況や課題について共

　　

○

　　　　

通理解を持っているか

　　　　

保護者の対応力の向上を図る観点から、保

　　

２９

　

護者に対してペアレント・トレーニング等の支

　

○

　　　　

援を行っているか

ｉ曇

　

３。讐夢塑現キ養蚕鰹塵毒牙 愛妻負担等につ

　

ｏ
　
へ

　　　

保護者からの子育ての悩み等に対する相

蔀 ３１ 談に適切に応じ、必要な 躯 と支援を行っ

　

０

明 ているか

呈ー

　

父母の会の活動を支援したり、保護名会等

　　　　

。 競ろ髪禁禦穫裏書を華簿ってし、蔓３２ を開催する等により、保護者同±の連携を

　　　　

支援しているか

審辱髪縞お気言開議曇蓬署煽ご》

　　

。

　

墜躍琵琶卓絶＼望の情報共有も参
いるか
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参考様式Ｂ４（自己評価等関係）

　　

放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表）

公表；令和

　

５

　

年

　

３月 ２４

　

日 事業所名

　

放課後等デイサービス

　

げんき

　　　　　　　　　　　　

課題や改善すべき点を踏まえた

　

工夫している点

　　　　　　　　　　　

巾

　　　　　　

チ ，ク項目

　　　　　

はい いいえ

　

工夫している点

　　　

課題や改善
中喜

べき点を踏養えた

利用定員が指導訓練室等スペースとの関
係で適切である

職員の配置数は適切である

業所の設備等について、バリアフリー化
の配慮が適切になされている

業務改善を進めるためのＰＤＣＡサイクル（目
示設定と振り返り）に、広く職員が参画して
いる

保護者等向け評価表を活用する等によりア
ンケート調査を実施して保護者等の意向等
を把握し、業務改善につなげている

この自己評価の結果を、事業所の会報や
ホームページ等で公開している

第三者による外部評価を行い、評価結果を
業務改善につなげている

・員の資質の向上を行うために、研修の機
会を確保している

セスメントを適切に行い、子どもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、

課後等デイサービス計画を作成している

子どもの適応行動の状況を把握するため
に、標準化されたアセスメントツールを使用
している

活動プログラムの立案をチームで行ってい
る

活動プログラムが固定化しないよう工夫して
いる

平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ
細やかに設定して支援している

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活
動を適宜組み合わせて放課後等デイサー
ス計画を作成している

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、
その日行われる支援の内容や役割分担に
ついて確認している

支援終了後には、職員間で必ず打合せを
し、その日行われた支援の振り返りを行い、
気付いた点等を共有している

日々の支援に関して正しく記録をとることを
徹底し、支援の検証・改善につなげている

定期的にモニタリングを行い、放課後等デイ
サービス計画の見直しの必要性を判断して
いる

ガイドラインの総則の基本活動を複数組み
合わせて支援を行っている

０

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

コーナーを分け子ども
の興味に合わせた活
動の保障をしている

２階施設の為階段の安
全を保障する

発達年齢がまちまちの為コーナーを作ることで
個々の興味課題にあった遊びが出来るようにす
る

常に安全確保に配慮する



障害児相談支援事業所のサービス担当者
会議にその子どもの状況に精通した最もふ
さわしい者が参画している

学校との情報共有（年間計画イテ事予定等
の交換、子どもの下校時刻の確認等）、連
絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の
連絡）を適切に行っている

医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場
合は、子どもの主治医等と連絡体制を整え
ている

就学前に利用していた保育所や幼稚園、認
定こども園、児童発達支援事業所等との間
で情報共有と相互理解に努めている

業し、放課後等デイサービス事業
から障害福祉サービス事業所等へ移行
る場合、それまでの支援内容等の情報を
供する等している

児童発達支援センターや発達障害者支援
センター等の専門機関と連携し、助言や研
修を受けている

放課後児童クラブや児童館との交流や、障
がいのない子どもと活動する機会がある

（地域自立支援）協議会等へ積極的に参加
している

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について共
通理解を持っている

保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対してペアレント・トレーニング等の
支援を行っている

運営規程、支援の内容、利用者負担等につ
いて丁寧な説明を行っている

保護者からの子育ての悩み等に対する相
談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っ
ている

父母の会の活動を支援したり、保護者会等
を開催する等により、保護者同士の連携を
支援している

子どもや保護者からの苦情について、対応
の体制を整備するとともに、子どもや保護者
に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適
切に対応している

定期的に会報等を発行し、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者
に対して発信している

個人情報に十分注意している

陣がいのある子どもや保護者との意思の疎
通や情報伝達のための配慮をしている

事業所の行事に地域住民を招待する等地
域に開かれた事業運営を図っている

０

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

該当なし

戸外に出かけることで
地域の児童との交流を
図る

就労事業所が店舗の
為地域住民との交流
が常に出来ている

保護者との連絡をベースに学校にも下校時間な
どの対応に、前もってもらえるように取り組んで
いる

利用前に保育園など訪問して引継ぎを図ってい
る

父母の会は設置していないが懇談会など感染が
落ち着いた時点で開催を予定している

地域での行事が活発なので事業所として参加す
る機会を増やして交流を図っていく



　　　　

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルを策定し、職員や保護
者に周知している

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出その他必要な訓練を行っている

虐待を防止するため、職員の研修機会を確
保する等、適切な対応をしている

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行
うかについて、組織的に決定し、子どもや保
護者に事前に十分に説明し了解を得た上
で、放課後等デイサービス計画に記載して
いる

食物アレルギーのある子どもについて、医
師の指示書に基づく対応がされている

ヒヤリノぃソト事例集を作成して事業所内で共
有している

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

　　　　

日違えまい
うに貼り紙をするなど
目で確認できるように

常にひやりとした内容
について出しやすいよ
う準備をし、環境を整
える

保護者との連絡を密に取り食事の対応時には間
違えないようにする



参考様式Ｂ３（自己評価等関係）

保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）

公表：令和

　

５年

　

３月２４日

事業所名

　

放課後等丁イサービス

　

ーデんき

　　　　　

保護者等数（児童数） ２６Ｌ２９２‐

　

回収数

　

２３

　　

割金

　

８９ ‘

　　　　　　　　　　　

チェック項目

　　　　　　

はし・ 龍 隊 いいえ わからない ご意見

　　　　

ご意見を踏まえた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対応

鷹 ・ 繋ま電源動等のスペースが十分に確保さ

　

・９

　

４

　

ｏ

　

ｏ壱号ｇ電 兜省かり楽

舗

　

２ 職員の配置数や専門性は適切であるか

　　

２４

　

２

　

ｏ

　

ｏ豊 熟 酔 対応して

整

　　　

事業所の設備等は、スロープや手すりの設

　　　　　　　　　　　　　　　　

２階のため階段を使用。肢

備

　

ご

　

置などバリアフリー化の配慮が適切になさ

　　

１１

　

９

　　

３

　　

０ 雛空繋誇零す対応

　　　　

れているか

蕩

　

雰蒙呈嘉繁華熟放際一鷲撃琴辱
ぐ響欝

　　

，

　

４響ｇ溜た制作などして

な

　　　

圏竺が作成されているか

泰５ 禦 ご瓢ラム＊２が固定化しないよう工夫さ

　

２５

　

１ ０

　

０ 躍 簾 鱈もい

撰６巌際響き義誓書溜諌桑票

　

６

　

１ － 即＊棚・し蝋 懲 懸窒窒欝轡

　　　

７ 蕩 霧 ＆ 裸 者負担等について丁寧な

　

２・

　

２

　

ｏ

　

ｏ

　　　

日頃壁夏子の
ど美喜達翻覇塔寵能緯共

　　

，

　

， 総 都度共有してもらって

　　　　

通理解ができているか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

送迎時及び連絡帳等で行っ

　　　

９ 畷室長繋縛わ
面蓑零そ１竜野

に関する助言

　

２・

　

２

　

ｏ

　

ｏ常に助言が欲しい

　

声な警報議事繋馨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

にしている

保

　　　

父母の会の活動の支援や、保護者会等の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロケット教室などに参加の機

薯 １ｏ 票る
等素より保護者同士の連携が支援され

　

２

　

１ｏ

　

ｌ１

　

唾 醗婁靴まいるがま 簾 麗 鷺嘉賞姿髪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今後設置する事を検討中
へ
の

　　　

子どもや保護者からの苦情について、対応

語・‐［甑謄謝し寸書編毒素おら乏灘櫨慰霊寡、 ・９

　

４

　

ｏ

　

ｏ嫌繋駕蓄電きくな
等

　　　

つ適切に対応しているか

　　

・之 詫 鵜 鵠 繁 鑓磨 簿要や情報伝達

　

２

　

２

　

・

　

ｏ

　

ｏ喜直学事書籍電動にも

　　　　

定期的に会報やホームページ等で、活動概

　　　　　　　　　　　　　　　

便りで伝えてもらえ子どもと

　　

悌 謡 簿書』濃灘 醒 雑 瀦 繋者

　

２２

　

１

　

ｏ

　

ｏ蓋耀搾りできるので

　　　　

に対して発信しているか

　　

１，ー

　

個人情報に十分注意しているか

　　　　　　　　

２３

　　　

０

　　　

０

　　　

０

非

　　　

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
謹 １γ 染症対応マニュアルを策定し、保護者に周

　

１３

　

１ｏ

　

ｏ

　

ｏ

等

　　　

知・説明されているか

の
対 ｉＥ噛饗湧寡灘繋縛な離農響か救

　

ー ２

　

０

　

０
応

１７子どもは通所を楽しみにしている力 『

　　

榊 響ごぎ回だが楽しみにし
満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子どものペースに合わせ足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発達 育児困りごとなどに
度

　

１…

　

事業所の支援に満足しているか

　　　　　　　　

２３

　　　

０

　　　

０

　　　

０アドバイスをもらっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本人の特性にあった支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

で出来ることが増えた

＊１放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況
に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的
内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責
任者が作成する。
＊２事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの陣がい特性や課題、平日／休
日／長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。



参考様式Ｂ３（自己評価等関係）

保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）

公表：令和

　

５年

　

３月 ２４日

事業所名

　

放課後等丁イサービス第２ーずんき

　

つなぐ保護者等数（児童数）２１（２２）

　

回収数

　

１５

　

割合

　

７１

　

％

　

１

　　　　

チェック項目

　　　　

はぃ 鴛キ ｗ・ぇ わか蜘・ ご意見

　　

ご意見澱 まえた

躍１， 繋 紹源動等のスペースが十分に確保さ １ ー

　

０

鮮麗脚器畿霊警戸 ” 標高ｉふ

　　　　

れているか

　　　　

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に

薯１噺 搬上で、鰯獅【ス計 １ － ２

　　　　

国組が作成されているか

菱１５ 震 懲 ラム＊２が固定化しないよう工夫さ ・４ １

　

０

　

０

撰１６繋駕語義雛窯霧繁

　

…

　

０
１７ 瀞 鼠 裸者負担等について丁寧な ・４

　

１

　

ｏ

　

ｏ

　　　　

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

１８い、禍唖の榊課題蝋 一 … ０

　　　　

通理解ができているか

１９肇繋駅 瀦 婁駅に関する助言

　

－ ー

　

ｏぢ鴛 に話を闇唖

　　　　

父母の会の活動の支援や、保護者会等の

璽１臓催等－剥 鰯 剛 蹴 難され １ 馴特蹴い

　　　　

ているか

へ

　　　

子どもや保護者からの苦情について、対応

｛藁・・甑鰭藁断ぜ蘇詠おら差毎喜起き慰霊蒙、 ・・

　

４

　

ｏ

　

ｏ
唄

　　　

っ適切に対応しているか
零
ー，栃 謝 議撰磨 翻や情挑達

　

，

　

， ， 課噺榊し恢 窯臨駕静

　　　　

定期的に会報やホームページ等で、活動概

－，濯 糧 欝 離島１５ ０ ０ ０

　　　　

に対して発信しているか

１ 川固人撒艮に十分注意しているか

　　

１ 馴

　

０

　　　　

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感謝 蝋糠ぬア嚇し、護＃．

　

” ，
等

　　　

知薦説明されているか

の
対 ・６雷撃災瀦轟き臨調練

ぇ
赤潮騨票墓参、

救

　

８

　

７

　

ｏ

　

ｏ
　

　

・ ．，ヱ閉 獅 畑．ぬＦ Ｍ 広か

　　　

の

　

。

　

， “
節雀灘家事饗宴体を

．

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　 　　　　

　　

１８

　

事業所の支援に満足しているか

　　　　　

・

　

１３

　　　

２

＊１放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に
関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、
支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作
成する。
＊２事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日／休日
／長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。



障害福祉サービス共通評価基準

　

概評

　

〔各シート共通〕

ベーカリー＆カフェ脇本陣

○概

　

評

①非該当とした項目 （放課後等デイサービス、児童発達支援については「いいえ」とした項目） の説明、②独
自に必要と思われる評価項目等、③項目評価を通じて気づいた点などを記入してください。

（１） ③

　

選挙権行使に関してのマニュアルなどはないが、 口頭で選挙の対応についての聞き取りや

取り組みについて説明をしている

（４） ③

　

移動や外出支援などのシステムは無いが相談衣支援を通して情報を共有している

（７）

　　

一般就労に向けては毎月の面談や保護者への聞き取りなどで本人の意向を確認している

（概評 ‐１－）



○サービスの質の向上に向けて取り組む課題

　　　　　　　　　

ベーカリー＆カフェ脇本陣

前回までの評価において、サービスの質の向上に向け取り組む課題を設定している場合はその内容と進捗状況
を、また、新たに今回の評価によって今後取り組むべき課題がある場合も、その内容を記入してください。

関連する項目 内容および進捗状況
新規
継続
終了

　　

取り組みの期間
（０年○月から○年○月まで）

適切な支援の提供 利用者の特性や、状況を把握しながらも日Ｂの稼
業に追われなかなかい健康案などが取りにくい 継続 Ｒ５．４．

～Ｒ６．３

利用者の生活プログラムを考え就労時間の調整
など進めていく 新規 Ｒ５．４．

～Ｒ６．３

余暇活動に関して計画立案をしながら交流を図っ
たり、日中一時などの活動と連携し日々の生活の
充実を図る

新規 Ｒ５，４．
～Ｒ６．３

（概評 ‐２‐）



【参考様式】

サ ー ビ ス 改 善 計 画 書

策定日：

　　

Ｒ５．３．２０

事業・サービス名： 就労継続支援Ｂ型

　

施設・事業所名： ベーガ」－＆カフェ脇本陣

自己評価項目 評価
結果 問題点・課題 改善内容と目標 時期と期間 責 任 者 備

　　

考
（必要な予算等）

組織・運営

余暇活動の充実

支援の実施

利用者の家族の交流は
直接業務に関わらない
ため難しい

コロナ禍の為利用者の
集まりの活動の開催が
出来ていない

利用者の特性を理解し
つつも日々の業務に追
われ丁寧な支援が難し
い時が見られる

便りなどを通じて業務
の様子や目標などを知
らせる
感染が落ち着いた時期
に行事を取り入れ利用
者の交流やりフレッ
シュを図る
障害の理解・特性の理
解を行い利用者が安心
して出来る作業工夫や
作業意欲が引き出せる
取り組みをする

Ｒ５．４．１．
～Ｒ６．

３．３１
前川美智
子

Ｒ５．４．１．
～Ｒ６．

３．３１
前川美智
子

Ｒ５，４．１．
～Ｒ６．

３．３１
和田博子

（改善計画 ‐１‐）



障害福祉サービス共通評価基準

　

概評

　

〔各シート共通〕

放課後等デイサービスげんき

○概

　

評

①非該当とした項目（放課後等デイサービス、児童発達支援については「いいえ」とした項目） の説明、②独
自に必要と思われる評価項目等、③項目評価を通じて気づいた点などを記入してください。

①非該当とした項目

３２

　

コロナ禍の為父母が複数で集まる機会を設けていない

３７

　

コロナ禍の為事業所の行事を開催したり、地域住民を招待する行事は行っていない

②独自に必要と思われる評価項目

地域の中で、事業の認知度

　

障害への理解などを広める

③項目評価を通じて気づいた点

適切な支援の提供に関しては、もっと公的機関主催の研修が頻繁にあり従事者が参加しやすい工夫が必要

（概評 ‐１‐）



○サービスの質の向上に向けて取り組む課題

　　　　　　　　　

放課後等デイサービスげんき

前回までの評価において、サービスの質の向上に向け取り組む課題を設定している場合はその内容と進捗状況
を、また、新たに今回の評価によって今後取り組むべき課題がある場合も、その内容を記入してください。

関連する項目 内容および進捗状況
新規
継続
終了

　　

取り組みの期間
（○年○月から○年○月まで）

地域諸機関との連携 送迎時間の把握の為学校との連絡を密にする 継続 Ｒ５．４～Ｒ６．３

適切な支援の提供 コロナ禍で活動の縮小が余儀なくされていたので
今後は活動プログラムの立案、工夫を行っていく 新規 Ｒ５．４～Ｒ６．３（長期休暇中）

（概評 ‐２－）



【参考様式】

サ ー ビス 改 善 計 画 書

策定日：

　　

Ｒ５．３．２０

事業・サービス名： 放課後等デイサービス

施設・事業所名： げんき

自己評価項目 評価
結果 問題点・課題 改善内容と目標 時期と期間 責 任 者 備

　　

考
（必要な予算等）

⑰父母の会活動

⑰地域に開かれた
事業所運営

いいえ

いいえ

コロナ禍の為集まりの
開催が不可能だった

コロナ禍の為地域の行
事の開催もなく保護者
への呼びかけが出来な
かった

グループ懇談の開催や
教室などの開催。 卒業
生への呼びかけ

地域の行事に参画する
ことで保護者の協力を
呼びかけ実施する

２学期後半

Ｒ５．８

前川美智
子

制作費用前川美智
子

｛改善計画

　

－１‐）



障害福祉サービス共通評価基準

　

概評

　

〔各シート共通〕

放課後等デイサービス第２げんき

　　

つなぐ

○概

　

評

①非該当とした項目 （放課後等デイサービス、児童発達支援については「いいえ」とした項目） の説明、②独
自に必要と思われる評価項目等、 ③項目評価を通じて気づいた点などを記入してください。

①非該当とした項目

３２

　

コロナ禍の為父母が複数で集まる機会を設けていない

３７

　

コロナ禍の為事業所の行事を開催したり、地域住民を招待する行事は行っていない

②独自に必要と思われる評価項目

地域の中で、事業の認知度

　

障害への理解などを広める

③項目評価を通じて気づいた点

適切な支援の提供に関しては、もっと公的機関主催の研修が頻繁にあり従事者が参加しやすい工夫が必要

（概評 ‐１－）



○サービスの質の向上に向けて取り組む課題

　　　　　　

放課後等デイサービス第２げんき

　　

つなぐ

前回までの評価において、サービスの質の向上に向け取り組む課題を設定している場合はその内容と進捗状況
を、また、新たに今回の言平価によって今後取り組むべき課題がある場合も、その内容を記入してください。

関連する項目 内容および進捗状況
新規
継続
終了

　　

取り組みの期間
（０年○月から○年○月まで）

地域諸機関との連携 送迎時間の把握の為学校との連絡を密にする 継続 Ｒ５，４～Ｒ６．３

地域諸機関との連携
将来の進路先について保護者とも情報共有を行
いながら見学や体験など活動プログラムを考え取
り組む

新規 Ｒ５．４～Ｒ６．３

適切な支援の提供 コロナ禍で活動の縮小が余儀なくされていたので
今後は活動プログラムの立案、工夫を行っていく 新規 Ｒ５．４～Ｒ６．３（長期休暇中）

（概評 ‐２－）



【参考様式】

サ ー ビ ス 改 善 計 画 書

策定日：

　　

Ｒ５．３，２０

事業・サービス名＝

　

放課後等デイサービス

施設・事業所名： つなぐ

自己評価項目 言平価
結果 問題点・課題 改善内容と目標 時期と期間 責 任 者 備

　　

考
（必要な予算等）

⑰父母の会活動

⑰地域に開かれた
事業所運営

⑭卒業後の支援

いいえ

いいえ

はい

コロナ禍の為集まりの
開催が不可能だった

コロナ禍の為地域の行
事の開催もなく保護者
への呼びかけが出来な
かった

利用者の成長に伴い将
来への課題について保
護者の不安が増える

グループ懇談の開催や
教室などの開催。 卒業
生への呼びかけ

地域の行事に参画する
ことで保護者の協力を
呼びかけ実施する

将来の進路についての
情報を集め提供できる
ようにしていく

２学期後半

　

Ｒ５．８

Ｒ５．４
～Ｒ６．３

前川美智
子

制作費用前川美智
子

高谷真由
美

（改善計画

　

－１－）


